
 

 

○小樽市児童遊園設置奨励規則 

昭和２９年８月２日 

規則第３８号 

最近改正 平成１９年３月３０日規則第３１号 

（目的） 

第１条 この規則は、児童の福祉のために、児童遊園の設置を奨励し、これを

助成することを目的とする。 

（助成の対象） 

第２条 市は、児童遊園（児童遊園内の遊具その他の設備（以下「遊具等」と

いう。）を含む。）の設置若しくは補修をし、若しくは遊具等の更新をし、

又は使用ができなくなった遊具等で設置し続けることにより安全面に支障を

及ぼすと認められるものの撤去（以下これらを「児童遊園の設置等」という。）

をする者に当該児童遊園の設置等に係る費用に対する助成金（以下単に「助

成金」という。）を予算の範囲内で交付する。 

（助成金の限度額） 

第３条 助成金の額は、児童遊園の設置等に係る工事に要した費用の額の２分

の１以内とする。 

２ 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する限度を超えて

助成金を交付することができる。 

（助成の申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、様式第１号の申請書により市長

に申請しなければならない。 

（助成の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、

様式第２号の指令書を当該申請者に交付する。 



 

 

２ 市長は、前項の指令書に必要な条件を付することができる。 

（助成金の請求） 

第６条 前条第１項の規定により助成金の交付の指令を受けた者は、児童遊園

の設置等に係る工事を完了したときは、様式第３号の完了報告書、様式第４

号の明細書その他必要な書類を市長に提出し、助成金の請求をしなければな

らない。 

（助成の取消し等） 

第７条 市長は、助成金の交付の指令を受け、又は助成金の交付を受けた者が、

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の指令を

取り消し、若しくは助成金を減額し、又は助成金の全部若しくは一部を返納

させることができる。 

(1) 助成金を児童遊園の設置等に係る費用以外の経費に使用したとき。 

(2) 児童遊園の設置等に係る計画又は費用の変更をしたとき。 

(3) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和２９年４月１日から適用する。 

付 則（昭３３．６．４規則３４） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭４１．４．２０規則２４） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和４１年４月１日から適用する。 

付 則（平元．１．８規則２） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平１９．３．３０規則３１） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。



   

 


